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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
日
米
両
政
府
が
鳴
り
物
入
り
で
発
表
し
た
米
軍
属
の
範
囲
見
直
し
の
欺
瞞
性
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
日
米
両
政
府
が
鳴
り
物
入
り
で
発
表
し
た
米
軍
属
の
範
囲
見
直
し
の
欺
瞞
性
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区

域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」

と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
�
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
日
米
合
同
委
員
会
（
以
下
「
日
米
合
同
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
枠

組
み
の
中
で
、
平
成
十
六
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
各
年
の
三
月
末
時
点
の
施
設
及
び
区
域
内
並
び
に
施
設
及
び
区
域

外
に
居
住
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
」
と
い
う
。
）

の
人
数
に
つ
い
て
、
米
側
か
ら
情
報
の
提
供
を
受
け
て
お
り
、
平
成
二
十
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
各
年
の
三
月
末
時

点
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
で
調
整
の
上
、
合
衆
国
軍
隊
の
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
可
能
な
範
囲
で
公
表
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
平
成
二
十
六
年
以
降
の
各
年
の
三
月
末
時
点
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
米
側
か
ら
、
国

際
社
会
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
脅
威
に
よ
り
、
よ
り
厳
し
い
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
懸
念
が
示
さ
れ
、
情
報

一



の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

政
府
と
し
て
も
、
米
側
の
懸
念
に
つ
い
て
配
慮
が
必
要
と
考
え
て
い
る
が
、
他
方
、
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
及
び
区
域
の
安

定
的
な
使
用
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
表
も
含
め
た
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
に
係
る
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
米

側
と
調
整
の
上
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
か
ら
九
ま
で
及
び
十
一
に
つ
い
て

本
年
七
月
五
日
に
行
わ
れ
た
日
米
共
同
発
表
（
以
下
「
本
件
共
同
発
表
」
と
い
う
。
）
は
、
日
米
地
位
協
定
上
の
地
位
を

有
す
る
軍
属
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
、
米
国
政
府
が
軍
属
を
含
め
た
米
国
の
人
員
の
日
米
地
位
協
定
上
の
地
位
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
強
化
す
る
こ
と
、
軍
属
に
関
す
る
作
業
部
会
を
日
米
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
の
中
で
設
置
す
る
こ
と
等
を
確
認

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
を
通
じ
て
、
軍
属
に
対
す
る
管
理
及
び
監
督
が
一
層
強
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
、
軍
属
に
よ
る
犯

罪
の
実
効
的
な
再
発
防
止
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
以
上
に
つ
い
て
は
、
日
米
両
政
府
は
今
回
発
表
し
た
諸

措
置
の
詳
細
を
発
表
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
更
に
協
議
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
断
を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
差
し
控
え
た
い
。

日
米
地
位
協
定
を
め
ぐ
り
様
々
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
日
米
地
位
協
定
は
合
意
議
事
録
等
を
含
ん
だ

二



大
き
な
法
的
な
枠
組
み
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
日
米
地
位
協
定
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
手
当
て
す
べ
き
事
項
の
性
格

に
応
じ
て
、
効
果
的
か
つ
機
敏
に
対
応
で
き
る
最
も
適
切
な
取
組
を
通
じ
、
一
つ
一
つ
の
具
体
的
な
問
題
に
対
応
し
て
き
て

い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
在
日
米
軍
軍
属
に
よ
る
事
案
を
受
け
て
、
米
国
政
府
と
の
間
で
実
効
的
な
再
発

防
止
策
を
速
や
か
に
策
定
す
べ
く
協
議
を
行
い
、
本
件
共
同
発
表
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
速
や
か
に
具
体
化

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
の
行
為
に
伴
う
損
害
賠
償
等
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協

定
及
び
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
現
在
、
公
判
係
属
中
の
刑
事
事
件
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

三


